
 

                           議 案 第 ２ ７ 号     

 

 

      磐田市放課後児童クラブ条例の一部を改正する条例の制定に       

      ついて       

 

    磐田市放課後児童クラブ条例の一部を改正する条例を別紙のように制定    

   するものとする。    

 

     令和５年２月１５日提出 

 

                       磐田市長 草 地 博 昭     
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   磐田市放課後児童クラブ条例の一部を改正する条例 

 磐田市放課後児童クラブ条例（平成１７年磐田市条例第１３０号）の一部

を次のように改正する。 

 別表青城小第２児童クラブの項の次に次のように加える。 

   附 則 

 この条例は、令和５年４月１日から施行する。 

青城小第３児童クラブ 磐田市中田５５番地 



- 1 - 

磐田市放課後児童クラブ条例新旧対照表 

現行 改正案 

別表（第２条関係） 別表（第２条関係） 

名称 位置 

略 

青城小第２児童クラブ 磐田市中田55番地 

（追加） 

豊岡南小第１児童クラブ 磐田市上神増1410番地 

略 

名称 位置 

略 

青城小第２児童クラブ 磐田市中田55番地 

青城小第３児童クラブ 磐田市中田55番地 

豊岡南小第１児童クラブ 磐田市上神増1410番地 

略 
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